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第 1 章 研究開発概要 
 

1.1 かしこい技術とかしこい建築・住まい 
 

今日の高度化・多様化しつつある建築物に求められる機能や性能を実現しようとした場合、材

料・部材自体が具える物性等に依存して諸性能を確保してきた従来の建築技術体系では、全ての

要求を満たすためには過度に高度な水準を確保しなければならない等、適切な解を見出すことが

非常に困難となっている。これに対して、技術革新や高性能化が飛躍的に進展している高知能・

高機能化技術を活用し、様々な外力や負荷・状態の変化や経時的な劣化を感知することにより、

構造物の性能特性や空間の状態を自ら制御・修復する技術（本研究では、このような技術を「か

しこい技術」と定義する。）を建築物に組み込むことによって、より合理的に必要な機能や性能を

実現できるような仕組みが実用化されることが期待される。 

図 1.1 は、このような状況を模式的に示したものである。例えば、設計において通常想定する

作用レベルを超え、極めて稀に発生する突発的な作用に対して、部材の断面を大きくすることで

備えること（図 1.1 Before）よりも、そのような突発的な作用を「かしこい技術」を用いて感知・

制御することによって建築物の安全性を確保すること（図 1.1 After）の方に合理性があることは

十分あり得る。また、建築物が供用される期間は数十年～百年程度と非常に長いため、その間の

不確実な経年劣化を設計時に織り込む（Before）よりも、「かしこい技術」であるセンサー等を組

み込んで性能の変化を随時感知し、部材自ら補修すること、又は適切な維持・保全措置を講ずる

ことを可能とする（After）方が高い合理性を持つ場合もある。 

本研究では、同図 After のような状況を実現するために、技術革新が進展している情報・通信技

術や制御技術･高機能材料等を活用した「かしこい技術」を確立し、これを建築物に組み込むこと

によって、合理的な経済性の下に、建築物･居住環境に対するニーズ･要求性能の高度化・多様化

に対応することができる「かしこい建築・住まい」を実現するための新たな建築技術体系に関す

る開発･整備を目指したものである。 

この「かしこい建築･住まい」を実現するための建築技術体系として位置づけたものは、以下の

2 つである。 

第 1 は、「かしこい技術」の狙った特性が確実に建築･住まいで実現されるようにするための、

耐震、火災安全等の各種の機能･性能項目に対応する個々の技術適用パターンを想定した「かしこ

い建築・住まい」の設計・建設・維持に関する技術体系である。 

第 2 は、こうした「かしこい建築･住まい」の建設･供給が実現されるための必須条件としての、

組み込んだ「かしこい技術」の有効性・信頼性を社会として評価し受け入れるための「かしこい

建築・住まい」に対応した建築基準体系である。 

 

1.2「かしこい建築・住まい」の設計・建設・維持に関する技術体系の開発 
 

  前項に述べた建築技術体系の第 1 の対象とする技術を検討するにあたり、平成 15 年度に（社）

建築業協会を通してニーズ調査を実施した。さらに、建築基準法旧第 38 条に基づく大臣認定の事

前評価（評定）を行っていた（財）日本建築センターの協力を得て、過去の評定案件を整理した

結果及びその他の情報を下に、本研究で対象とする要素技術開発項目を以下の a.～d.に絞り込んだ
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（第 2 章）。 

a. 耐震（構造安全）  

・ 地震動を感知し、その建築物への影響を打ち消す又は軽減する方向に建築物の挙動や挙動特性

を制御するもの 

・ 高機能材料を用い、建築構造物の耐震上の弱点となりうる部位の性能（例：ひび割れを起さず

高い強度と変形能を維持することにより地震エネルギーを吸収する等の役割を果たすこと）を

必要に応じて作りこむもの 

b. 火災安全 

・ 火熱や煙発生等を感知し、その避難安全等に対する悪影響を抑制するように煙や火熱の生成・

拡散・移動等を制御するもの 

c. 耐久性 

・ 外力等の作用履歴やひび割れ･腐食等の発生量を測定･記録し、合理的な維持管理の計画的実施

に資するもの 

d. 室内空気質 

・ ホルムアルデヒド等の有害化学物質を感知し、素材自らが吸着して室内の濃度を低下させ、空

気質を向上させるもの 

より具体的には、以下の適用技術に関して検討した。 

▷ 地震時挙動のセミアクティブ制御 [a. 耐震（構造安全）] 

▷ 浮き上がりを活用した地震入力低減 [a. 耐震（構造安全）] 

▷ 高靭性セメント系複合材料の特性評価 [a. 耐震（構造安全）] 

▷ 噴流による煙制御技術による避難安全性向上 [b. 火災安全] 

▷ 電気化学的手法による材料の耐久性評価 [c. 耐久性] 
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図 1.1 「かしこい技術」の効用 
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▷ RFID タグセンサーを用いた ON-OFF 型構造物損傷検知 [c. 耐久性] 

▷ 吸着性建材による室内空気質の向上 [d. 室内空気質] 

それぞれの適用技術に対して、実験・解析等による基本特性の調査、設計手法、施工方法、維

持の手法等に関して検討し、例えば、高靭性セメント系複合材料に関してはその性能評価基準の

原案をとりまとめ（第 3 章）、噴流による煙制御技術に関しては水平噴流式制御システムの適用・

性能評価に関するガイドライン案として取りまとめる（第 4 章）等、設計・建設・維持に関する

技術体系としての成果を得た。 

 

1.3 「かしこい建築・住まい」に対応した建築基準体系の開発 
 

  前述の通り、組み込んだ「かしこい技術」の有効性・信頼性を社会として評価し受け入れ可能

であることは、「かしこい建築･住まい」の建設･供給が実現されるための必須条件である。いくら

開発者が良いと信じる技術があっても、その技術を組み込んだ建築物が想定された性能・機能を

狙い通り発現することを第三者に対して明示できなければ、社会としては受けいれることができ

ないであろう。 

社会的な受け入れの一つの重要な側面である建築基準法において、かしこい建築・住まいはど

のように扱われているであろうか。残念ながら、現行の建築基準法ではかしこい建築・住まいは

その「かしこさ」を明示的に評価する枠組みが確立できていない。そこで、本研究では建築基準

法においても明示的に「かしこさ」を性能評価するための建築基準体系を検討した。その結果、

従来型の建築物と異なり、かしこい建築物の場合には組み込むかしこい技術の稼働信頼性が建築

物の性能に支配的であり、稼働信頼性はかしこい技術の維持・管理に強く依存すること等を明確

にした上で、「かしこい建築・住まい」に対する性能評価のフレームワークとしてとりまとめた（第

5 章）。 

本研究で想定した「かしこい建築・住まい」に関しては、当面の間、建築物として大臣認定の

手続きを取る必要がある。その性能評価を実施するために指定（承認）性能評価機関が定める業

務方法書においては、上記の性能評価のフレームワークを反映したものとすることが期待される。

また、かしこい技術を開発し、それを組み込んだかしこい建築・住まいを計画する場合において

は、開発者・設計者等が、当該建築物等の性能を建築主や第三者に開示するためにこの性能評価

のフレームワークが活用できる。 

 

1.4 研究開発の体制 
 

  本研究は平成 15 年度～平成 17 年度の 3 ヵ年にわたり実施したもので、国土技術政策総合研究

所においては、建築研究部を主幹とし、住宅研究部、危機管理技術研究センターを中心として、

「かしこい建築・住まい」の設計・建設・維持に関する技術体系の研究開発を進めつつ、これと

相互にフィードバックを図りながら、「かしこい建築・住まい」を社会として評価するための建築

基準体系の研究開発が進められるような研究実施体制をとった。これら両研究テーマに共通する

基礎的、基盤的な研究の推進等については大学等とも適切に連携をとることとし、図 1.2 のよう

な体制とした。とくに独立行政法人建築研究所とは、共同研究を締結し密接な協力の下で研究を

推進した。民間等に関しては、（社）建築業協会（BCS）を窓口とした。 
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国総研 
建築基準体系の研究開発 

国土交通本省 
新建築基準の行政システムの検討 

独立行政法人 建築研究所 
建設・供給・維持の技術体系の研究開発先導 

ガイドライン（規準・指針）のとりまとめ 

大学等 

技術開発への参画・ 
理論的検討 

建築研究開発コンソーシアム、 
住宅メーカー、建材メーカー、家電・電機メーカー、建築・住宅 
設備メーカー、ガス・電力会社、センサ・情報・電子機器メー 

カー、ビルメンテナンス会社、ゼネコン等 

要素技術等の開発 

国総研 
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民間等 

図 1.2 研究開発の体制 


